
 
 

 

一 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
際
の
必
要
書
類
の
縦
覧
期
間
の
短
縮
等 

 
 

１ 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
必
要
書
類
の
縦
覧
期
間
を
、
「
一
月
間
」
か

ら
「
二
週
間
」
に
短
縮
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
第
二
項
関
係
） 

 
 

２ 

１
の
場
合
に
、
所
轄
庁
は
、
遅
滞
な
く
、
縦
覧
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方

法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
第
二
項
関
係
） 

 
 

３ 

２
に
よ
る
公
表
は
、
所
轄
庁
に
よ
る
認
証
又
は
不
認
証
の
決
定
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第

十
条
新
第
三
項
関
係
） 

 
 

４ 

申
請
書
又
は
添
付
書
類
に
不
備
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
補
正
期
間
を
、
「
二
週
間
」
か
ら
「
一
週
間
」
に
短
縮
す

る
こ
と
。
（
第
十
条
新
第
四
項
関
係
） 

第
二 

公
表
等
の
対
象
か
ら
の
住
所
又
は
居
所
の
除
外 

 

一 

設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
公
表
等
の
対
象
か
ら
の
役
員
の
住
所
等
の
除
外 

 
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
公
表
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
及
び
公
衆
の
縦



 

 
 

 

二 

覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
、
そ
の
公
表
及
び
公
衆
の
縦
覧
の
対
象
か
ら
、
役
員

名
簿
に
記
載
さ
れ
た
事
項
中
、
役
員
の
住
所
又
は
居
所
に
係
る
記
載
の
部
分
を
除
く
こ
と
。
（
第
十
条
第
二
項
関
係
） 

 

二 

書
類
の
閲
覧
請
求
等
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
閲
覧
等
の
対
象
か
ら
の
役
員
等
の
住
所
等
の
除
外 

 
 

１ 

請
求
が
あ
っ
た
と
き
に
所
轄
庁
が
閲
覧
又
は
謄
写
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
特
定
非
営
利
活

動
法
人
か
ら
提
出
を
受
け
た
書
類
に
つ
い
て
、
そ
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
対
象
か
ら
、
事
業
報
告
書
等
又
は
役
員
名
簿
に

記
載
さ
れ
た
事
項
中
、
個
人
の
住
所
又
は
居
所
に
係
る
記
載
の
部
分
を
除
く
こ
と
。
（
第
三
十
条
関
係
） 

 
 

２ 

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
書
類
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
役
員
名
簿
又
は
社
員
名
簿
を
閲
覧
さ

せ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
た
事
項
中
、
個
人
の
住
所
又
は
居
所
に
係
る
記
載
の
部
分
を
除
く
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。
（
第
五
十
二
条
新
第
五
項
関
係
） 

第
三 

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
の
提
出
書
類
の
削
減 

 
 

１ 

「
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
の
料
金
、
条
件
そ
の
他
そ
の
内
容
に
関
す
る
事
項
」
を
記
載
し
た
書
類
に
つ
い
て
、

所
轄
庁
へ
の
提
出
を
不
要
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
五
条
第
一
項
関
係
） 

 
 

２ 

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
の
役
員
報
酬
規
程
及
び
職
員
給
与
規
程
に
つ
い
て
、
既
に
所
轄
庁
に
提
出
さ
れ
て
い



 
 

 

三 

る
も
の
か
ら
そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、
毎
事
業
年
度
の
提
出
は
不
要
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
五
条
第
一

項
関
係
） 

第
四 

そ
の
他 

 

一 

施
行
期
日 

 
 
 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
） 

 

二 

情
報
通
信
技
術
の
利
用
の
た
め
の
措
置 

 
 

 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
に
基
づ
く
事
務
又
は
業
務
に
係
る
関
係
者
の
利

便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
、
当
該
事
務
又
は
業
務
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
八
条
関
係
） 

 

三 

そ
の
他 

 
 

 

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

 


